
主観的事項の評価について 
 
工事評価や社会貢献度など企業の経営努力・姿勢を考慮し、工事の適正な履行の確保を図るとと

もに事業者の技術力等の向上を目的として、事業者に対する相模原市独自の項目（主観的事項）の

評価を行います。 
具体的には、既に試行実施されている「評価型競争入札」に続いて、平成１９年度から「主観点

数」を導入します。 
 

主観点数加算 
①格付け・順位付けに使用 

評価型競争入札の試行実施 
②主観点数を入札条件に使用 

評価型競争入札の試行実施 
平成１８年１０月から 

平

成

１

９

年

度 
平
成
１
８
年
度 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
平成１８年度 

平成１８年１０月から「工事成績評価」、「市への貢献度」、「労働災害への対応」の３つの項目

を満たすことを条件とした「評価型競争入札」を試行実施しています。 
 
 
 
平成１９年度 

平成１９年度から「主観点数」を導入します（平成１９・２０年度競争入札参加資格認定から）。 
なお、対象者は、原則として競争入札参加資格認定で業種区分「工事」に認定されている事業

者とします。（ただし、共同企業体は除く。また、一部項目は市内業者のみが対象となります。） 
 
（１）主観点数の使用方法 

①格付け・順位付けに使用します。 
 
 
              ＝               ＋ 

総合点数 
格付け・順位付けに

使用 

総合評定値（Ｐ点）

（客観的事項） 
※建設業法上の評価

主観点数 
（主観的事項） 
※市独自の評価  

 
②入札条件に使用 
「評価型競争入札」における新たな条件として主観点数を使用します。 
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（２）主観点数の項目 
項目としては「工事成績評価」、「ＩＳＯ認証取得等状況」、「市への貢献度」及び「労働災

害への対応」とします。 
 
 
            ＝ 

主観点数 

 
 
 

 ＋        ＋        ＋         
①工事成績

評価 
②ＩＳＯ認

証取得等 
③市への貢

献度 

④労働災害

への対応 
 
 
（３）項目及び配点 
 

 項目及び配点 配  点 

評価点 計算方法 配点の範囲 

８０点以上 一律２５点 ２５点 

７５点から７９点まで （評価点－６５）×１．５ ２１点～１５点 

６５点から７４点まで 評価点－６５ ９点～０点 

５５点から６４点まで （評価点－６５）÷２ ０点～－５点 

５０点から５４点まで 評価点－６５ －１１点～－１５点 

１．工事成績評価（※１） 

２５点～－２０点 

（当該申請業種に配点） 

 

 

 

 ５０点未満 一律－２０点 －２０点 

２．ISO 認証取得等状況 

１０点を限度とします 

（当該業者に配点） 

ISO９００１認証取得 ７点 

ISO１４００１認証取得又はエコアクション２１認証取得（※２） ３点 

エコアクション２１届出（※２） １点 

３．市への貢献度 

１０点を限度とします 

（当該事業者に配点） 

相模原市と協定等を締結している事業者 １０点 

４．労働災害への対応 

５点を限度とします 

（当該事業者に配点） 

建設業労働災害防止協会に加入している事業者 ５点 

計５０点を限度とします  

（※１）平成１９・２０年度認定では、平成１６年度及び平成１７年度において評価された評価点に対し配点します。 

同一業種で評価点が複数存在する場合は、当該工事件数で除した数値を四捨五入し得た数値に対する配点とします。

また、評価点から配点を算出する場合は、小数点以下切り捨てとします。 

旧城山町、旧津久井町、旧相模湖町、旧藤野町における評価点は換算して使用します。 

（※２）この２項目相互の加算はしません。 

 

 2


